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第１ 募集要項 

１．新規発行債券（3年債） 

銘 柄 
第 57 回 

独立行政法人福祉医療機構債券 
債 券 の 総 額 金 8,000 百万円 

社 債 、 株 式 等 

の 振 替 に 

関する法律の適用 

本債券は、社債、株式等の振替

に関する法律（平成 13 年法律

第 75 号）の規定の適用を受け

るものとする。 

発 行 価 額 

の 総 額 
金 8,000,160,000 円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和元年 6月 5日 

発 行 価 格 
各債券の金額 100 円につき 

金 100 円 00 銭 2 厘 
申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100 円につき金 100 円 00

銭 2 厘とし、払込期日に払込金に振替

充当する。 

申込証拠金には、利息をつけない。 

利 率 年 0.001 パーセント 払 込 期 日 令和元年 6月 20 日 

利 払 日 毎年 6月 20 日及び 12 月 20 日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店 

及び国内各支店 

償 還 期 限 令和 4年 6月 20 日 振 替 機 関 
株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1)本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年 6 月 20 日及び

12 月 20 日の 2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2)償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算す

る。 

(3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4)償還期日後は､利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法及び期限 

(1)本債券の元金は、令和 4年 6月 20 日にその総額を償還する。 

(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3)本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保 本債券の債権者は、機構法の定めるところにより、当機構の財産について、他の債権者に

先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

本債券について、当機構は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）

からＡＡの信用格付を令和元年 6月 5日付で取得している。 

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々

の債務等が約定どおりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。

Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変

動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明では

ない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見に

ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事

項について、いかなる保証もしていない。 

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じている

が、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、

必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足

や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉ

のホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート

検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手す

ることができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 

Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471 

２．募集の受託会社 

(1)本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社みずほ銀

行とする。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は本債

券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす

権限を有する。 

(3)募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機構及び

募集の受託会社との間の令和元年 6 月 5 日付第57回独立行政法人福祉医療機構債券募集

委託契約証書に定める事務を行う。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1)当機構が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背

し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2)当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を喪失

し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることができないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでな

い。 

(3)当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ当機構

の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継される法令が

公布されていないとき。 

(4)法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承継した

法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他これらに準ず

る倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第5項(2)の定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1)当機構は、本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受

託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告す

る。 

(2)本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、

官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載することによ

り行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。 
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摘   要 

 

 

６．債券原簿の公示  

当機構は、当機構本部内に債券原簿を据え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本債券の債権者集会 

(1)本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてするその支

払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議をするこ

とができる。 

(2)債権者集会は、東京都において行う。 

(3)債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の日の

3 週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項その他必要な

事項を公告する。 

(4)本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入しな

い。）の10分の1以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的である事項及

び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招集を請求する

ことができる。 

(5)本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額を除く。）

に応じて、議決権を有するものとする。 

(6)前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しない。 

(7)債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使することが

できる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総額の 5 分の

1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の

同意がなければならない。 

(8)前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものとし、

これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反するとき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9)本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。

当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。

本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定める

ところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。書面によって行使した

議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対し効力を有するものとし、その

執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定め、本

欄第5項(2)の定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

８．募集の受託会社への事業概況等の通知・報告義務 

(1)当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出す

る。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約

又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、業務、財産

状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 

９．募入方法 

応募超過の場合は、引受並びに募集の取扱会社の事務幹事会社が適宜募入額を定める。
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２．債券の引受け及び債券発行事務の委託（3 年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

みずほ証券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

東京都千代田区大手町一丁目 5番 1号 

東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号 

 

百万円 

 4,400 

3,600 

１.引受人は、本債券

の全額につき、共

同して引受並びに

募集の取扱を行

い、応募額がその

全額に達しない場

合には、その残額

を引受ける。 

２.本債券の引受手数

料は各債券の金額

100 円 に つ き 金

17.5 銭とする。 
計  

百万円 

8,000 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 
受 託 会 社 の 名 称 

      住    所 

 
 
株式会社みずほ銀行 

 
 
東京都千代田区大手町一丁目 5番 5号 
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３．新規発行債券（10 年債） 

銘 柄 
第 58 回 

独立行政法人福祉医療機構債券 
債 券 の 総 額 金 10,000 百万円 

社 債 、 株 式 等 

の 振 替 に 

関する法律の適用 

本債券は、社債、株式等の振替

に関する法律（平成 13 年法律

第 75 号）の規定の適用を受け

るものとする。 

発 行 価 額 

の 総 額 
金 10,000 百万円 

各 債 券 の 金 額 1,000 万円 申 込 期 間 令和元年 6月 5日 

発 行 価 格 
各債券の金額 100 円につき 

金 100 円 
申 込 証 拠 金 

各債券の金額 100 円につき金 100 円と

し、払込期日に払込金に振替充当する。 

申込証拠金には、利息をつけない。 

利 率 年 0.075 パーセント 払 込 期 日 令和元年 6月 20 日 

利 払 日 毎年 6月 20 日及び 12 月 20 日 申込取扱場所 
別項引受金融商品取引業者の本店 

及び国内各支店 

償 還 期 限 令和 11 年 6月 20 日 振 替 機 関 
株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

募 集 の 方 法 一般募集 

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限 

(1)本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、毎年 6 月 20 日及び

12 月 20 日の 2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。 

(2)償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算す

る。 

(3)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(4)償還期日後は､利息をつけない。 

償 還 の 方 法 １．償還金額 

   各債券の金額 100 円につき金 100 円 

２．償還の方法及び期限 

(1)本債券の元金は、令和 11 年 6月 20 日にその総額を償還する。 

(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。 

(3)本債券の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 

担 保 本債券の債権者は、機構法の定めるところにより、当機構の財産について、他の債権者に

先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 該当条項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。） 

その他の条項 該当条項なし 
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摘   要 

 

 

１．信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付 

本債券について、当機構は株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）

からＡＡの信用格付を令和元年 6月 5日付で取得している。 

Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々

の債務等が約定どおりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。

Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変

動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。

Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明では

ない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見に

ついての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事

項について、いかなる保証もしていない。 

Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じている

が、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、

必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足

や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがある。 

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、

その蓋然性が高まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力との

ノッチ差を拡大することがある。 

本債券の申込期間中に本債券に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉ

のホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ

メント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート

検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手す

ることができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 

Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471 

２．募集の受託会社 

(1)本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社」という。）は、株式会社みずほ銀

行とする。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は本債

券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす

権限を有する。 

(3)募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに当機構及び

募集の受託会社との間の令和元年 6 月 5 日付第58回独立行政法人福祉医療機構債券募集

委託契約証書に定める事務を行う。 

３．期限の利益喪失に関する特約 

当機構は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利

益を失う。 

(1)当機構が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背

し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。 

(2)当機構が発行する本債券以外の債券又はその他の借入金債務について期限の利益を喪失

し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることができないと

き。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りでな

い。 

(3)当機構が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ当機構

の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継される法令が

公布されていないとき。 

(4)法令若しくは裁判所の決定により、当機構又は当機構が解散して本債券の債務を承継した

法人に対して、破産手続、株式会社における更生手続、特別清算手続その他これらに準ず

る倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。 

４．期限の利益喪失の公告 

前項の規定により当機構が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託

会社はその旨を本欄第5項(2)の定める方法により公告する。 

５．公告の方法 

(1)当機構は、本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受

託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告す

る。 

(2)本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、

官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載することによ

り行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。 
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摘   要 

 

 

６．債券原簿の公示  

当機構は、当機構本部内に債券原簿を据え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 

７．本債券の債権者集会 

(1)本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券の全部についてするその支

払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大な影響を及ぼす事項について決議をするこ

とができる。 

(2)債権者集会は、東京都において行う。 

(3)債権者集会は、当機構又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、債権者集会の日の

3 週間前までに、債権者集会を招集する旨及び債権者集会の目的である事項その他必要な

事項を公告する。 

(4)本債券総額（償還済みの額を除く。また、当機構が有する本債券の金額はこれに算入しな

い。）の10分の1以上に当たる本債券を有する債権者は、債権者集会の目的である事項及

び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出して、債権者集会の招集を請求する

ことができる。 

(5)本債券の債権者は、債権者集会において、その有する本債券の金額（償還済みの額を除く。）

に応じて、議決権を有するものとする。 

(6)前号の規定にかかわらず、当機構は、その有する本債券については、議決権を有しない。 

(7)債権者集会において決議をする事項を可決するには、議決権者（議決権を行使することが

できる本債券の債権者をいう。以下本募集要項において同じ。）の議決権の総額の 5 分の

1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の

同意がなければならない。 

(8)前号の場合においては、以下のいずれかに該当する決議をすることはできないものとし、

これらに該当する決議がされた場合、かかる決議は効力を有しない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反するとき 

②決議が不正の方法によって成立するに至ったとき 

③決議が著しく不公正であるとき 

④決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき 

(9)本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。

当機構は、その代表者を当該集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。

本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定める

ところにしたがい、書面によって議決権を行使することができる。書面によって行使した

議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。 

(10)債権者集会の決議は、本債券を有するすべての債権者に対し効力を有するものとし、その

執行は募集の受託会社があたるものとする。 

(11)本項に定めるほか債権者集会に関する手続は当機構と募集の受託会社が協議して定め、本

欄第5項(2)の定める方法により公告する。 

(12)本項の手続に要する合理的な費用は、当機構の負担とする。 

８．募集の受託会社への事業概況等の通知・報告義務 

(1)当機構は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出す

る。 

(2)募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約

又は当機構の内部規則その他の定めに反しない範囲において、当機構に対し、業務、財産

状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。 

９．募入方法 

応募超過の場合は、引受並びに募集の取扱会社の事務幹事会社が適宜募入額を定める。
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４．債券の引受け及び債券発行事務の委託（10 年債） 

債
券
の
引
受 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 

みずほ証券株式会社 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 

 

東京都千代田区大手町一丁目 5番 1号 

東京都千代田区丸の内三丁目 3番 1号 

 

 

百万円 

5,500 

4,500 

１.引受人は、本債券

の全額につき、共

同して引受並びに

募集の取扱を行

い、応募額がその

全額に達しない場

合には、その残額

を引受ける。 

２.本債券の引受手数

料は各債券の金額

100 円につき金 30

銭とする。 
計  

百万円 

10,000 

債
券
発
行
事
務
の
受
託 

債 券 発 行 事 務 
受 託 会 社 の 名 称 

      住    所 

 
 
株式会社みずほ銀行 

 
 
東京都千代田区大手町一丁目 5番 5号 

 

５．本債券の発行により調達する資金の使途 

 (1) 新規発行による手取金の額 

 

払 込 金 額 の 総 額 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 差 引 手 取 概 算 額 

18,000,160,000 円 52,380,000 円 17,947,780,000 円 

（注）上記金額は、第 57 回独立行政法人福祉医療機構債券及び第 58 回独立行政法人福祉医療機構債券の合計金額

です。 

 

 (2) 手取金の使途 

上記の手取概算額 17,947,780,000 円は、機構法第 12 条第 1項第 1号、第 5号及び第 6号に定める福祉

貸付事業、第 2号及び第 3号に定める医療貸付事業（一般勘定 概算額 9,964,891,000 円）並びに第 12 号

に定める年金担保貸付事業（年金担保貸付勘定 概算額 7,982,889,000 円）の貸付原資に令和元年 6月下

旬に充当する予定です。 
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第二部 参 照 情 報 
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１．参照書類 

当機構の経理の状況等、その他の事業の内容に関する重要な事項及びその他の事項については、以下に掲げ

る書類をご参照ください。 

「債券内容説明書 発行者情報の部 平成 29 年度決算」（平成 30 年 11 月 27 日現在） 

 

２．参照書類の補完情報 

（１） 変更及び追加事項 

本説明書証券情報の部と一体をなす説明書発行者情報の部について、その作成日（平成 30 年 11 月 27 日）

以後、本説明書証券情報の部の作成日（令和元年 6 月 5 日）までの間に変更及び追加事項が生じております。

以下においては、当該変更及び追加事項を含む内容を記載しており、当該変更及び追加事項は下線で示してお

ります。 

 

 

第１ 発行者の概況 

２．沿 革  等 

昭和 29 年  社会福祉事業振興会設立、福祉貸付事業開始 

 35 年  医療金融公庫設立、医療貸付事業開始 

 36 年  退職手当共済事業開始（社会福祉事業振興会） 

 40 年  大阪支店を開設し、貸付業務開始（医療金融公庫） 

 45 年  心身障害者扶養保険事業開始（社会福祉事業振興会） 

 58 年  臨時行政調査会が「行政改革に関する第 5次答申－最終答申－」のなかで 

   社会福祉事業振興会と医療金融公庫の統合を提言 

 59 年  社会福祉・医療事業団法公布 

 60 年  社会福祉・医療事業団発足（1月 1日） 

   貸付事業、退職手当共済事業、心身障害者扶養保険事業等を承継 

   経営診断・指導事業を開始 

平成  元年  長寿社会福祉基金事業（現 社会福祉振興助成事業）として助成及び調査研究等事業開始※1 

   経営診断・指導事業として開業医承継支援事業開始※2 

 2 年   福祉・保健情報サービス事業開始 

 13 年  年金福祉事業団の解散に伴い、年金担保貸付事業を開始 

 14 年  独立行政法人福祉医療機構法公布 

 15 年  独立行政法人福祉医療機構発足（社会福祉・医療事業団解散）（10 月 1日） 

 16 年  労働福祉事業団の解散に伴い、労災年金担保貸付事業を開始 

年金資金運用基金の解散に伴い、承継年金住宅融資等債権管理回収業務、承継教育資金貸付け

あっせん業務を開始※3 
 18 年  

 31 年  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の成立に

伴い、一時金支払等業務を開始 

 

 

３．事業の内容 

(1) 当機構の設立の目的及び経緯について 

当機構は、機構法に基づき設立された独立行政法人です。 

当機構は、社会福祉事業振興会（昭和 29 年、社会福祉法人に対し社会福祉事業施設の経営に必要な資金を

融通し、その他社会福祉事業に関し必要な助成を行い、もって社会福祉事業の振興を図ることを目的として

設立）と、医療金融公庫（昭和 35 年、国民の健康な生活を確保するに足りる医療の適正な普及向上に資する

ため、私立の病院、診療所等の設置及びその機能の向上に必要な長期かつ低利の資金であって一般の金融機

関が融通することを困難とするものを融通することを目的として設立）が昭和 60 年 1 月に統合された社会

福祉・医療事業団の業務を承継する独立行政法人として、平成 15 年 10 月 1日に設立されました。 
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当機構の目的は、機構法第 3 条に基づき、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の

融通並びにこれらの施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手

当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図る

こととされております。また、当機構は上記の他、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保

険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付を行うことを目的としてお

ります。 

このため、福祉医療の分野では、国及び地方公共団体において、社会福祉施設等の計画的整備、質の高い

効率的な医療を提供するための医療制度改革に即した医療提供体制の構築など、社会保障を支える福祉医療

の基盤作り等、国の施策※1と連携し多岐にわたる事業を展開しております。 

なお、業務の特例として、機構法附則第 5 条の 2 に基づき、従来、年金資金運用基金が実施していた年金

住宅融資等債権の管理・回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務※2を平成 18 年 4 月 1 日より承継して行

うとともに、同法附則第 5 条の 3 に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の

支給等に関する法律による一時金支払等業務を平成 31 年 4月 24 日より行っております。 

※1  事業内容の詳細については説明書発行者情報の部 5～7ページをご参照ください。 

※2   教育資金貸付けあっせん業務については、平成 20 年度から業務を休止し、平成 28 年度末をもって業

務を廃止しています。 
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(4) 組織図（平成 31 年 4月 24 日現在） 

 

 

理    事理 事 長 福祉医療貸付部

独立行政法人福祉医療機構の組織（平成31年4月24日）

総 務 部

Ｗ Ａ Ｍ Ｎ Ｅ Ｔ 振 興 課

広 報 課

資 金 課

人 事 課

推 進 課

審 議 役

上 席 推 進 役

情 報 事 業 部

事 業 統 括 課

企 画 課

経 理 課

医 療 審 査 課

福 祉 審 査 課

監   事

監 査 室

顧 客 業 務 課

退 職 共 済 課

経営サポートセンター
リ サ ー チ グ ル ー プ

 
与 信 管 理 課

債 権 課

コンサルティンググループ

顧 客 業 務 部

Ｎ Ｐ Ｏ 支 援 課
ＮＰＯリソースセンター

Ｎ Ｐ Ｏ 振 興 課

大 阪 支 店

共 済 部
扶 養 保 険 課

監 査 課

契 約 課

福 祉 審 査 課

年 金 業 務 課
年 金 貸 付 部

年 金 貸 付 課

医 療 審 査 課

契 約 課

企 画 管 理 部
リ ス ク 管 理 課

Ｗ Ａ Ｍ Ｎ Ｅ Ｔ 事 業 課

一 時金 支 払業 務室 一 時 金 支 払 業 務 課

情 報 管 理 課

総 務 課

経 理 部 会 計 課
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(7) 当機構の業務内容について 

⑧ 一時金支払等勘定（一時金支払等業務） 
  一時金支払等業務は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律（平

成 31 年法律第 14 号）第 27 条の規定により、厚生労働大臣より同法に基づく一時金（診断書の作成に要する

費用を含む。）の支払に関する事務の委託を受け、実施しているものです。 
なお、一時金の支払に要する費用（本業務の執行に要する費用を含む。）に充てるため、旧優生保護法一時金

支払基金を設ける予定です。 

 

 

(8) 当機構における損益構造と運営費交付金等について 

⑧ 一時金支払等勘定 

  一時金支払等勘定は、一時金等の支給に要する経費及び一時金支払等業務の執行に要する経費については、旧

優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律（平成 31 年法律第 14 号）に

基づき、その財源に充てるために必要な政府交付金を受け入れております。 

 

 

(11) 特殊法人改革について 

当機構は、特殊法人等改革基本法（平成 13 年法律第 58 号）及び特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年

12 月 19 日閣議決定）に基づき、社会福祉・医療事業団の業務を承継する独立行政法人として設立されまし

た。機構法附則第 2条により、機構の成立の時において解散した事業団の一切の権利及び義務は、国が承継

する資産を除き、当機構が承継しております。 

※ 独立行政法人について 

独立行政法人とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な

事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体に委ねた場合には

必ずしも実施されないおそれがあるか、又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものについて、

これを効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性及び透明性を備えた法人であると定義さ

れております（通則法第 2条第 1項、中央省庁等改革基本法第 36 条）。 

（ア） 独立行政法人制度と特殊法人制度の比較 

項目 独立行政法人制度（中期目標管理法人） 特殊法人制度 

設立根拠 
・独立行政法人通則法 

・個別法 
・個別法 

業務運営 

・国が示した中期目標に対応した中期計画

に基づき業務運営を行い、国の一般的関

与はなし 

・毎年度の予算・業務計画に基づき国の一般

的指導監督を受けつつ業務運営 

目標管理 ・主務大臣が中期目標（3～5年）を付与 ・各法人が主体的に実施 

業績評価 
・主務大臣が評価を実施・評価結果を組

織・運営に反映し改善 
・各法人が主体的に実施 

職員の身分 ・国家公務員又は非国家公務員 ・非国家公務員 

情報公開 

・同右 

・通則法で財務に限らず、組織・業務全般

にわたり 情報公開を義務づけ 

・独立行政法人等情報公開法で、情報公開を

義務づけ 

業務見直し 
・中期計画終了ごとに業務継続の必要性、

組織形態のあり方等について見直し 
・各法人が主体的に実施 

会計基準 ・独立行政法人会計基準による ・特殊法人等会計処理基準による 

財務諸表体系 

・貸借対照表、損益計算書、キャッシュ･フ

ロー計算書、利益の処分又は損失の処理

に関する書類、行政サービス実施コスト

計算書、附属明細書 

・財産目録、貸借対照表、損益計算書、利益

金処分計算書、附属明細書、事業報告書 

監査制度 

・監事監査が義務づけられているだけでな

く、一定の規模の法人は会計監査人監査

も義務づけられている 

・監事監査は義務づけられているが、会計監

査人監査は任意 
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（イ） 独立行政法人福祉医療機構と社会福祉･医療事業団との比較 

法人の名称 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉･医療事業団 

法人の目的 

福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図

ることを目的とする。また、新たに年金担保

貸付及び労災担保貸付を規定した 

社会福祉の増進並びに医療の普及及び向上

を図ることを目的とする 

業務の範囲 

（法制面） 

右に掲げるもののほか、福祉保健医療情報サ

ービス（WAM NET）事業、年金担保貸付事業、

労災年金担保貸付事業、承継年金住宅融資等

債権管理回収業務及び一時金支払等業務 

福祉貸付事業、医療貸付事業、退職手当共済

事業、心身障害者扶養保険事業、基金事業

（現：社会福祉振興助成事業）、経営診断・指

導事業（現：経営サポート事業） 

役員 
理事長 1人、理事 4人以内、監事 2人以内 理事長 1人、副理事長 1人、常勤理事 4人以

内、非常勤理事 2人以内、監事 2人以内 

評議員会 
法定せず 理事長の諮問に応じ、重要事項を審議する機

関として規定 

区分経理 
7 勘定（一般、共済、保険、年金、労災年金、

債権管理回収、一時金支払等） 

3 勘定（一般、基金、年金） 

3 経理（一般、共済、保険） 

財源措置 
運営費交付金、政府交付金、利子補給金、給

付費補助金、助成費補助金 

国庫補助金、政府交付金 

債券発行 
右に掲げるもののほか、貸付債権の証券化の

規定を整備 

財投機関債、政府保証債が発行可能 

大臣の関与 
業務方法書の大臣認可等のほか、緊急時の要

求のみ 

一般的監督権限あり 

 

 

第２ 事業の状況 

１．業績等の概要 

(8) 一時金支払等勘定 

   一時金支払等勘定は、機構法附則第 5条の 3第 1項に基づき、平成 31 年 4月 24 日より一時金支払等業務が

開始されたことに伴い、同日より設置しております。 
 

 

第５ 経理の状況  

２．当機構の財務 

(1) 経理の特徴 

当機構では、機構法第 15 条及び機構法附則第 5条の 2第 5項に基づき、以下に係る業務を区分して経理し

ております。 

① 福祉貸付事業に関する業務、医療貸付事業に関する業務、社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者

に対する経営診断・指導事業に関する業務、福祉保健医療情報サービス事業に関する業務、社会福祉振興事

業者に対して助成を行う業務、社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及・研修を行う業務及びこれらに

附帯する業務（一般勘定） 

② 社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当金の支給に関する業務及びこれに附帯する業務

（共済勘定） 

③ 都道府県等が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務及びこれ

に附帯する業務（保険勘定） 

④ 厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資

金の貸付けを行う業務及びこれに附帯する業務（年金担保貸付勘定） 

⑤ 労働者災害補償保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付

けを行う業務及びこれに附帯する業務（労災年金担保貸付勘定） 

⑥ 年金住宅融資等債権の管理・回収を行う業務及びこれに附帯する業務（承継債権管理回収勘定） 
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⑦ 株式会社日本政策金融公庫（国民生活事業）又は沖縄振興開発金融公庫が行う「国の教育ローン（年金教育

貸付：一定の要件を満たす厚生年金保険又は国民年金の被保険者の子弟等の教育に必要な資金の融資）」につ

いて、当機構があっせんを行う業務（承継教育資金貸付けあっせん勘定） 

なお、当該業務は、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づき、平成 20 年

度から休止し、平成 29 年 9月 1日をもって勘定を廃止しました。 

⑧  旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律（平成31年法律第14号）

に基づく、一時金等の支払及びこれに附帯する業務（一時金支払等勘定） 

 

 

 

 

（２） 中期目標、中期計画の変更 

一時金支払等業務の開始に伴い、平成 30 年 2月 28 日に厚生労働大臣より指示を受けました「独立行政法人

福祉医療機構が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）」について、今後厚生労働大臣より変更の指示

がある予定です。また、中期目標について変更の指示があった場合には、平成 30 年 3月 30 日に厚生労働大臣

より認可を受けました「独立行政法人福祉医療機構中期計画」について、変更の認可申請を行う予定です。 

 

（３） 年度計画の策定について 

   当機構は、通則法第 31 条第 1項の規定に基づき、平成 31 年度計画を定めております。内容は以下のとおり

です。なお、厚生労働大臣より「独立行政法人福祉医療機構中期計画」の変更の認可を受けた後、平成 31 年

度（令和元年度）計画について変更の届出を行う予定です。 

 

 

独立行政法人福祉医療機構年度計画（平成３１年度） 

 
 
独立行政法人福祉医療機構は、平成20年10月に策定した経営理念「民間活動応援宣言」に基づき、国の政策効果が最大になるよう、地

域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援するため、

適切な業務運営に努めることとする。 

平成31年度の業務運営について、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第31条第１項の規定に基づき、独立行政法人福祉医

療機構年度計画を、次のとおり定める。 

 

平成31年３月29日 

 

独立行政法人福祉医療機構 

理事長 中 村  裕 一 

 
 
第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 福祉医療貸付事業 

福祉医療貸付事業については、民間の社会福祉施設及び医療関係施設等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等によ

り、施設開設者等の負担軽減を図り、福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に資するとともに、政策融資

としての役割を踏まえ、地域における社会福祉施設及び医療関係施設等の維持及び存続を図ることを最優先としつつ、貸付債権の適正

な管理を行うこととし、以下の点に特に留意してその適正な実施に努める。 

（参考） 

 〇福祉貸付事業 

区  分 平成31事業年度 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

216,600,000千円 

201,500,000千円 
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〇医療貸付事業 

区  分 平成31事業年度 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

114,200,000千円 

115,300,000千円 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策融資を行うため、利用者等に対し、融資方針の周知等に努め、当該方針に基づき事業を

実施する。 

また、政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の要請等に基づき、地域医療介護総合確保基金を活用した施設整備、耐震化整備、保

育所等の整備に係る資金需要や、災害復旧、金融環境の変化に伴う経営悪化等の緊急時における資金需要に迅速かつ機動的に対応する

など、融資対象の重点化及び必要な融資枠の確保、融資条件の改善等により、増大する利用者ニーズへの対応を図る。 

 

（２）政策融資を効果的かつ効率的に実施するため、福祉医療関係団体や地方公共団体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報等を実施し、

利用者等が福祉医療貸付制度に関する情報を得られるよう、地方公共団体等との連携強化を図る。 

 

（３）利用者の円滑な資金調達に資するよう、民間金融機関と協調した融資を推進するため、これまでの融資や経営診断を通じて得た社会

福祉施設及び医療関係施設等に関するノウハウやデータ等を民間金融機関へ積極的に情報提供するとともに、受託金融機関に対する

業務研修会を実施する。 

また、協調融資の一層の普及を図るため、協調融資金融機関数を拡大するとともに、民間金融機関関係団体との協調融資制度等につ

いての意見交換及び民間金融機関や行政担当者が参加するセミナー等における周知・広報活動を行う。 

 

（４）利用者サービスの向上を図るため、利用者に対する積極的かつ継続的な融資制度・商品の周知を行うとともに、融資相談会を開催す

る。特に、個別融資相談においては、円滑な施設経営と福祉医療サービスの質の向上に資する観点から、計画の早期段階から的確な融

資相談等に応じ、資金調達や償還計画の整合性だけでなく、長期にわたる安定経営が可能となるような多面的かつ専門的な支援・助言

等を行う。 

また、適正な審査手続を確保しつつ、契約や資金交付等の業務を迅速に実施する。 

 

（５）融資後の貸付債権については、福祉医療経営指導事業と連携しつつ、一定額以上の残高を有する貸付先や融資時等に業況注視と指定

された貸付先に対して、継続的に貸付先の事業の運営状況や財務状況等を把握するとともに、必要に応じてフォローアップ調査を実施

するなど、債権区分別に適切な期中管理を行う。 

また、災害で被災した社会福祉施設や医療施設等の貸付先に対し、元利金の返済猶予及び返済条件の変更等を適切に実施するなど、

迅速かつきめ細かな対応を行う。 

   さらに、返済猶予した貸付先に対してもフォローアップ調査を実施するなどきめ細かな対応を行うとともに、平成28年熊本地震で

被災した貸付先については、返済猶予期間が満了することから、必要に応じ、返済条件の変更等を適切に実施する。 

 

（６）債権悪化の未然防止を図るため、また、政策融資を行う機関としての健全性を確保する観点から、次の取組を行い、効果的・効率的

な債権管理に努める。 

①貸付債権のポートフォリオ分析及びモニタリング、リスク管理債権の発生要因等の分析を行い、分析結果を信用リスク分科会及び

貸付関係部にフィードバックする。 

②正常先及び要注意先のうち今後リスク管理債権化する恐れのある貸付先（イエローゾーン先）については、定期的にモニタリング

を実施し、必要に応じてフォローアップ調査や必要な支援を行う。 

 

（７）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、経営の悪化あるいは悪化が懸念される貸付先に対して、貸出条件緩和等の措置を講ずることに

より経営を支援し、福祉・介護及び医療サービスの供給体制の維持を図るよう努める。 

また、き損する可能性が高い債権の管理の徹底を図るとともに、必要に応じて債権保全措置を的確に実施する。 

 

（８）福祉医療貸付事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

①政策融資を効果的かつ効率的に実施するため、福祉医療関係団体や地方公共団体に対する福祉医療貸付制度の周知・広報を100 回

以上実施する。 

②協調融資金融機関数について、13機関以上拡大する。 

③フォローアップ調査については、正常先及び要注意先のうち今後リスク管理債権化する恐れのある貸付先（イエローゾーン先）に

係る実地調査等を55貸付先以上に実施する。 
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２ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業については、民間の社会福祉施設及び医療関係施設等の経営者や地方公共団体、福祉医療関係団体等に対し、

公的な立場から経営に関わる正確な情報や有益な知識を提供するセミナーを実施すること、あるいは機構が保有するノウハウを活用し

て経営指標の提供や経営状況を的確に診断することにより、福祉、介護及び医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を直接・間接を問わず支援することが必要であり、以下の点に特に留意してその適正な実施に努める。 

 

（１）セミナーについては、民間の社会福祉施設や医療関係施設等の健全な経営を支援するため、直近の報酬改定や医師の働き方改革等の

内容を踏まえたテーマを設定するとともに、機構の独自性を発揮できる施設整備・経営管理に関する優良実践事例や政策動向の情報提

供等を中心に内容の充実を図る。 

 

（２）施設経営者等が施設の経営状況を的確に把握することができるよう、経営状況に関する調査・分析を実施し、リサーチレポートの公

表等による情報提供を行う。 

また、特別養護老人ホーム、病院及びそれらを運営する法人の課題、経営状況を定期的に把握するため、経営動向調査を実施し、公

表する。 

 

（３）経営診断については、福祉医療貸付事業と連携しつつ、経営の悪化あるいは悪化が懸念される施設のほか、制度改正等への対応や人

事体系の構築などの個々の法人・施設が抱える課題の解決に重点を置いた診断・支援の手法・内容の充実を図る。 

 

（４）福祉医療経営指導事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

①セミナーについては、延べ受講者数を3,240人以上とする。 

②施設の経営状況に関する調査・分析結果については、16件以上公表する。 

③公表した結果がマスコミの記事・論文等に引用された回数を68回以上とする。 

④経営診断については、延べ342件以上の診断を実施する。 

 

 

３ 社会福祉振興助成事業 

社会福祉振興助成事業（以下「助成事業」という。）については、ＮＰＯ等の非営利法人が行う民間の創意工夫ある活動や連携・ネッ

トワーク化を図る活動、地域に密着したきめ細かな活動で、特に制度の谷間にいる要支援者を支える活動等に対して効果的な助成を行

うことにより、地域共生社会の実現に寄与するとともに、助成先法人等が、助成期間内の活動だけにとどまらず、継続的に活動するため

の自立的運営を行う基盤を構築できるよう、事業実施の支援及び事後評価を適切かつ効果的に実施し、助成期間後の助成先法人等の活

動の発展・充実にも資するよう、以下の点に特に留意してその適正な実施に努める。 

 

（１）助成事業の募集にあたっては、「ニッポン一億総活躍プラン」における地域共生社会の実現などの国が示した社会福祉政策を振興す

る上で必要なテーマに重点化し、国と協議の上、助成方針を定め、募集要領等に明記し、広く公表するとともに、ＮＰＯ等の非営利法

人が実施する分野横断的な事業や他団体と連携・協働する事業等を選定する。 

 

（２）助成金申請業務の効率化により、平成31年度分助成金申請書の受理から交付決定までの平均処理期間の短縮を図る。 

なお、効率化にあたっては、「ＩＴ利活用に係る基本指針」（平成 27 年６月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部策定）を踏

まえることとする。 

 

（３）助成先法人等のコンプライアンス確保の観点から、ガバナンスの強化を図るため、助成先法人等への現地調査、指導等を行う。 

また、助成期間後の助成先法人等の活動の発展・充実に資するよう、事後評価を行うとともに、事後評価結果については、助成先法

人等に対し、適切にフィードバッグした上で、次年度の募集要領等に反映させる。 

 

（４）助成事業が円滑に実施され、助成先法人等が行う事業の継続・発展に繋がるよう、適切な相談・助言を行うとともに、助成効果の高

い優れた助成事業等を分かりやすく可視化し、機構ホームページ等で広く周知する。 

 

（５）助成事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

①助成金申請業務の効率化により、助成金申請書の受理から交付決定までの平均処理期間を22日以内とする。 

②助成事業が対象とした利用者の満足度（４段階評価のうち最高評価の率）を60％以上とする。 
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４ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業では、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づき、退職手当共済制度の安定的な運営を

図ることにより、社会福祉施設等に従事する職員の処遇改善を図り、福祉人材の確保に資することが必要であり、以下の点に留意して

その適正な実施に努める。 

なお、当該事業における被共済職員数、退職手当金支給者数、退職手当金支給額及び単位掛金額を次のとおり見込む。 

（参考） 

区  分 平成 31 事業年度 

4 月 1 日 現 在 の 被 共 済 職 員 数 

退 職 手 当 金 支 給 者 数  

退 職 手 当 金 支 給 額 

単 位 掛 金 額 

876,430 人 

83,796 人 

120,449,017 千円 

44,500 円 

 

（１）退職手当金支給に係る事務処理の効率化を図ることにより、請求書の受付から給付までの平均処理期間の短縮を図る。 

 

（２）利用者の手続面での利便性の向上及び負担の軽減を図るため、アンケート調査等により把握した利用者の意向を踏まえ、ＩＣＴの活

用を進めるとともに、退職届作成システムの活用について周知し、利用の促進を図る。 

 

（３）社会福祉施設等に従事する職員の処遇改善を図り、福祉人材の確保に資するため、都道府県等と連携し、退職手当共済制度を広く周

知する。 

 

（４）退職手当共済事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

①請求書の受付から給付までの平均処理期間を42日以内とする。 

②退職届作成システムの利用を促進し、利用割合を30％以上とする。 

 

 

５ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）については、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度によって地

方公共団体が加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定的に運営することにより、心身障害者の保護者の不安を

解消し、保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の点に特に留意してその適正な実施及び繰越欠損金の

発生防止に努める。 

なお、当該事業における新規加入者数その他を次のとおり見込む。 

（参考） 

区  分 平成 31 事業年度 

新 規 加 入 者 数 

新 規 年 金 受 給 者 数 

保 険 対 象 加 入 者 数 

年 金 給 付 保 険 金 支 払 対 象 障 害 者 数 

死 亡 ・ 障 害 保 険 金 額 

年 金 給 付 保 険 金 額 

 923 人 

1,665 人 

64,588 人 

58,092 人 

5,719,300 千円 

13,619,250 千円 

 

（１）財政状況の検証 

平成30年度の決算を踏まえ、心身障害者扶養保険事業財務状況検討会（以下「財務状況検討会」という。）で財務状況の検証を行い、

検証結果を報告書に取りまとめ、厚生労働省へ報告するとともに、機構ホームページで公表するなど関係者に対し広く周知する。 

なお、検証の結果、将来的に当該事業の安定的な運営に支障が見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を申し出る。 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、資金の特性を十分に踏まえ、厚生労働大臣の認可を受けた金銭信託契約に基づき、長期的な観

点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって扶養保険事業の運営の安定に資することを目的として行うこととし、運
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用に関する基本方針（長期的に維持すべき資産構成割合（以下「基本ポートフォリオ」という。）を含む。）を、心身障害者扶養保

険資産運用委員会（資産運用に精通した外部専門家により構成される組織をいう。以下「資産運用委員会」という。）の議を経た

上で策定し、これに基づき適切に管理する。 

また、各資産ともパッシブ運用を中心とし、各資産のベンチマーク収益率を確保するよう努める。 

② 運用におけるリスク管理 

基本ポートフォリオを適切に管理するため、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を少なくと

も月１回把握するとともに、必要な措置を講じる。 

扶養保険資金について、運用受託機関への委託等により運用を行うとともに、運用受託機関等からの報告等に基づき、

資産全体、各資産、運用受託機関等について、以下の方法によりリスク管理を行う。 

・ 資産全体 

資産全体のリスクを確認し、問題がある場合には適切な措置を講じる。 

・ 各資産 

各資産におけるリスク及びトラッキングエラーの状況等を把握し適切に管理する。 

・ 運用受託機関等 

運用受託機関等に対しガイドラインを示し、運用状況及びリスク負担の状況を把握するとともに、信用リスク

の管理等を行い、適切に管理する。 

なお、運用状況については、毎月実績報告を受け、ベンチマーク収益率との乖離状況を把握するとともに、年４回（四

半期毎）ヒアリングを実施する。 

③ 運用に関する基本方針の見直し 

運用に関する基本方針の見直しについて資産運用委員会で検討し、必要があると認められるときは、速やかに見直し

を行い、公表する。 

④ 基本ポートフォリオの見直し及び年金給付のための流動性の確保 

基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離していないかなどについて、資産運用委員会で検証

し、必要に応じて見直しを行う。 

また、短期資産において、年金給付等に必要な流動性（現金等）を確保するとともに、効率的な現金管理を行う。 

（参考）基本ポートフォリオ及び設定された乖離許容幅 

区 分 基本ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 乖離許容幅 

国内債券 74.5% ±8% 

国内株式 8.5% ±5% 

外国債券 8.5% ±5% 

外国株式 8.5% ±5% 

※上記資産の他、年金給付等に必要な流動性（現金等）を確保した短期資産を別途保有する。 

⑤ 扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証 

平成 30 年度の生命保険会社の決算報告等により各社の運用実績等を把握し、その内容を内部検証するとともに、外部

有識者等からなる財務状況検討会において確認等の検証を行う。 

 

（３）事務処理等の適切な実施 

扶養共済制度を運営する地方公共団体に対する事務担当者会議を開催し、地方公共団体と相互の連携を図るとともに、適切に事務

処理を行うための留意事項の徹底等きめ細かに対応する。 

また、地方公共団体等の意見を踏まえたパンフレット等を作成し、制度周知に努める。 

 

（４）扶養保険事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

・心身障害者及びその保護者に必要な情報が行きわたるよう、国、地方公共団体及び関係団体等との連携・協力による周知・広報活

動を15回以上行う。 

 

 

６ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を行い、福祉保健医療関連の各種情報を幅広

く総合的に提供していくとともに、独立行政法人という公的な主体が運営する信用力を活かし、「社会福祉法等の一部を改正する法律」
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（平成28 年法律第 21 号）に基づく「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」（平成28年法律第65号）に基づく「障害福祉サービス等情報公表システム」

の管理・運営を行うことなどにより、全ての利用者に対し福祉保健医療施策に関する一元的かつ正確な情報の基盤を提供することを目

的とし、以下の点に特に留意してその適正な実施に努める。 

 

（１）福祉保健医療関連の各種情報を幅広く総合的に提供していくとともに、提供する情報の質の向上と利用者の利便性の向上に努める。 

 

（２）社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム及び障害福祉サービス等情報公表システムについては、安定的に運用するとともに、効

率的に管理する。 

 

（３）福祉保健医療施策及び機構業務の効率的な実施を推進するため、ＷＡＭ ＮＥＴの活用を図る。 

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

①提供情報の整備充実及び機能の見直しに関する取組を５件以上実施する。 

②年間ヒット件数を1億1,000万件以上とする。 

 

 

７ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

厚生年金保険制度及び国民年金制度に基づき支給される年金の受給権者並びに労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金の受

給権者に対し、その受給権を担保にして低利で小口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定を支援すること及び労災年

金受給者の生活を援護することを目的として、その適正な事業実施に努める。 

また、当該事業については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）及び「年金担保貸付

事業廃止計画」（平成25年３月厚生労働省策定）に基づいて、当該事業に関する周知状況を勘案した上で平成33年度末を目途に新規貸

付を終了する国の方針に沿って、事業の廃止に向けた適切な措置を講じる。 

なお、当該事業の実施にあたっては、以下の点に留意する。 

（参考） 

○年金担保貸付事業 

区  分 平成 31 事業年度 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

40,901,000 千円 

40,901,000 千円 

○労災年金担保貸付事業 

区  分 平成 31 事業年度 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

952,000 千円 

952,000 千円 

 

（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業を安定的かつ効率的に運営するため、業務運営コストを分析し、その適正化を図り、事

業の終了時期を見据えて損益が均衡するよう配慮しつつ、貸付金利に反映させる。 

 

（２）年金受給者にとって無理のない返済となるように配慮した審査等を行うとともに、返済中に生活困難に陥った者に係る返済条件の緩

和を行う。 

 

（３）円滑に事業を終了する観点から、新規貸付終了時期及び利用可能な他制度等について、国と連携してホームページ、パンフレット等

による周知や受託金融機関等の協力を得て利用者等への適切な対応を図るとともに、福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体

などとの連携・協力による周知活動を行う。 

なお、その際には、利用可能な他制度等について、各制度の対応窓口への相談につなげるための情報提供を行う。 

また、受託金融機関の窓口等における利用者に対し、適切に対応するため、受託金融機関事務説明会等により指導を行う。 

 

（４）年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

・福祉関係団体、司法関係団体及び消費者関係団体など30団体以上との連携・協力による周知活動を行う。 
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８ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、新規貸付の終了した年金住宅融資等債権の管理及び回収を行い、当該回収金の国

への納付により年金給付の財源に寄与することを目的とし、以下の点に留意してその適正な実施に努める。 

なお、業務承継時からの債権残高の減少状況を踏まえ、当該業務の終了を見据えた具体的な検討を行いつつ、安定的かつ効率的な業務

実施に努める。 

 

（１）当該業務の終了を見据えた具体的な検討を行うため、業務運営コストの分析及び将来の収支状況の把握を進めるとともに、今後の課

題の把握等に向けて、必要となる準備対応について国と調整を行う。 

 

（２）年金住宅融資等債権について、貸付先の財務状況等の把握及び分析、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を適

時に行うとともに、転貸債権に係る保証履行能力の把握及び分析、転貸法人等に対する必要な助言等を行うことにより、適切な債権管

理に努める。 

 

（３）年金住宅融資等債権について、適時的確に回収を行うことにより、延滞債権の発生の抑制に努める。 

また、経済情勢の変化等に伴うローン返済困窮者及び災害の被災者等に対して、迅速かつ的確に必要な返済条件の変更措置を講じる。 

 

（４）延滞債権については、貸付先に対する迅速かつ着実な督促を実施するとともに、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保

物件の処分等を適切に進めることにより、早期の債権回収に努める。 

 

（５）承継年金住宅融資等債権管理回収業務に関する評価について、以下の指標の達成を目指す。 

・長期延滞債権については、経済環境の著しい変動がない限り、総件数に対して18％以上の回収処理を行う。 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進 

（１）業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、第４期中期計画期間における情報化推進計画に基づき、システム等の改善を図る。 

 

（２）情報化の進展に機動的かつ的確に対応するため、情報システムに精通した人材を育成するための研修プログラムに基づく外部研修を

活用するなど情報管理担当部署の専門性の向上を図る。 

 

（３）業務の特性に応じて、当該業務に必要なＩＴに関する技能の習得を推進するため、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官及び情報管理

担当部署等による職員研修等を計画的に実施する。 

 

 

２ 経費の節減 

（１）質が高く効率的な業務運営を確保し、組織における資源を有効に活用するため、業務方法等を点検し、その改善等を図ることにより、

事務の効率化を推進し、経費の節減に努める。 

 

（２）公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達のため、「平成31年度調達等合理化計画」に基づき、一者応札等に対

する取組を着実に実施する。 

 

（３）運営費交付金を充当する一般管理費及び業務経費（いずれも人件費を除く。）については、中期計画の達成に向け、業務の質の確保

に留意しつつ、より一層の業務運営の効率化を推進し、経費の節減に取り組む。 

（注）貸付金に係る振込・口座振替手数料及び債権保全費、福祉医療経営指導事業に係る経費、社会福祉事業に関する調査研究、知

識の普及及び研修に係る経費、退職手当共済事業に係る業務委託費及び退職手当給付金支給に係る振込手数料、システム関連経

費、事務所借料関連経費、公租公課並びに特殊要因経費を除く。 

役職員の給与水準については、政府の方針を踏まえ検証を行い、その検証結果や取組状況について公表する。 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算 
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別表１－１～１－４のとおり 

 

２ 収支計画 

別表２－１～２－４のとおり 

 

 

３ 資金計画 

別表３－１～３－４のとおり 

 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

95,500百万円 

 

 

２ 想定される理由 

（１）運営費交付金の受入れの遅延等による資金不足に対応するため。 

（２）一般勘定において、貸付原資の調達の遅延等による貸付金の資金不足に対応するため。 

（３）年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定において、貸付原資に充当するため。 

（４）共済勘定において、退職者の増加等による給付費の資金不足に対応するため。 

（５）予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費に対応するため。 

 

 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画  

なし 

 

 

第６ 第５の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし 

 

 

第７ 剰余金の使途 

・ 全勘定に共通する事項 

業務改善に係る支出のための原資 

職員の資質向上のための研修等の財源 

 

 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

機構において最適なガバナンスの更なる高度化を図るとともに、引き続き、「専門性の向上」と「業務間の連携強化」を図り、小回

りのきく福祉、医療を支援する専門店として、次のような機構の事業全般にわたる共通の取組を実施する。 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 

（１）政策動向や事業経営環境の変化を踏まえ、組織編成等の業務運営体制の見直しを行う。 

 

（２）トップマネジメントを補佐する経営企画会議等の効率的かつ効果的な運営を図り、理事長のリーダーシップが組織運営に反映される

統制環境を維持・強化する。 

 

（３）多岐にわたる事業を実施している機構の特長や専門性を活かし、業務間の連携を強化するとともに、職員の業務改革等に向けた取組

を奨励し、業務改善活動の活性化を図ることにより、業務の効率的な運営を図る。 

さらに、機構事業への理解・支持促進に資するための効果的な情報発信及び広報活動を行う。 
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２ 内部統制の充実 

（１）内部統制の更なる充実を図るため、内部統制基本方針等関係規程類を適時適切に見直し、整備するとともに、各種会議や研修等にお

ける指示の伝達等を通じて役職員で認識を共有する。 

また、ガバナンス委員会や監査によるモニタリングを通じて内部統制の仕組みが有効に機能しているか点検・検証を行い、その結果

を踏まえて当該仕組みが有効に機能するよう見直しを行う。 

 

（２）政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏まえ、情報セキュリティポリシー等関係規程類を必要に応じて見直すとと

もに、サイバー攻撃への防御力及び組織的対応能力の強化に取り組む。 

また、上記の対策の実施状況を把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ対策の改善を図る。 

 

 

第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 職員の人事に関する計画 

（１）女性活躍や働き方改革を推進する観点から、育児・介護等との両立支援、ワーク・ライフ・バランスの推進などの各種人事施策を講

じる。 

 

（２）担当業務に必要な知識・技術の習得、能力開発等を目的とした、より効果的な研修を実施する。  

また、専門性を磨き、民間活動への支援の質を高めるため、若手職員の育成を目的とした福祉医療分野に関する専門研修や金融業務

機能の強化のための研修を実施するとともに、民間金融機関等との人事交流を行う。 

 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

なし 

 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標期間からの繰越積立金は、独立行政法人福祉医療機構法第12条第１項に定める業務の財源に充てることとする。 
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予算 別表１－１

平成３１年度予算
（単位：百万円）

一 般 勘 定 共 済 勘 定 保 険 勘 定
年 金 担 保
貸 付 勘 定

労災年金担
保貸付勘定

承継債権管
理回収勘定

計

収入

運営費交付金 1,544 615 80 2,239
国庫補助金 608 27,578 28,186

社会福祉振興助成費補助金 608 608
給付費補助金 27,578 27,578

利子補給金 3,516 3,516
福祉医療貸付事業収入

福祉医療貸付金利息 37,540 37,540
経営指導事業収入 52 52
福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4
社会福祉振興助成事業収入 11 11
退職手当共済事業収入 92,910 92,910

掛金 63,460 63,460
都道府県補助金 25,696 25,696
退職手当給付費支払資金戻入 3,750 3,750
雑収入 3 3

心身障害者扶養保険事業収入 31,197 31,197
保険料収入 7,190 7,190
保険金 10,319 10,319
特別給付金 69 69
弔慰金 0 0
扶養保険資金戻入 13,619 13,619

年金担保貸付事業収入
年金担保貸付金利息 1,272 1,272

労災年金担保貸付事業収入
労災年金担保貸付金利息 21 21

承継債権管理回収業務収入
承継債権貸付金利息 14,764 14,764

寄附金収入 200 200
利息収入 0 1 1
雑収入 8 1 0 1 0 3 12

計 43,483 121,103 31,278 1,272 21 14,768 211,925

支出

福祉医療貸付事業費 36,485 36,485
支払利息 36,384 36,384
業務委託費 27 27
債券発行諸費 74 74

東日本大震災復興福祉医療貸付事業費
支払利息 44 44

社会福祉振興助成事業費 808 808
社会福祉振興助成金 608 608
子供の未来応援支援金 200 200

退職手当共済事業費 120,488 120,488
退職手当給付金 120,449 120,449
退職手当給付費支払資金繰入 39 39

心身障害者扶養保険事業費 31,197 31,197
支払保険料 7,190 7,190
年金給付保険金 13,619 13,619
弔慰金給付保険金 69 69
特別弔慰金給付金 0 0
扶養保険資金繰入 10,319 10,319

年金担保貸付事業費 990 990
支払利息 7 7
業務委託費 948 948
債券発行諸費 35 35

労災年金担保貸付事業費
業務委託費 15 15

業務経費 1,713 361 21 79 3 1,149 3,326
福祉医療貸付業務経費 905 905
経営指導業務経費 202 202
福祉保健医療情報サービス業務経費 554 554
社会福祉振興助成業務経費 51 51
退職手当共済業務経費 361 361
心身障害者扶養保険業務経費 21 21
年金担保貸付業務経費 79 79
労災年金担保貸付業務経費 3 3
承継債権管理回収業務経費 1,149 1,149

一般管理費 251 33 10 20 1 49 364
人件費 2,032 221 73 180 4 289 2,799

計 41,332 121,103 31,302 1,269 22 1,487 196,515
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金                     額
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予算 別表１－２

平成３１年度予算
（単位：百万円）

福 祉 医 療
貸 付 事 業

福祉医療経
営指導事業

福祉保健医
療情報 サー
ビ ス 事 業

社会福祉振
興助成事業

共 通 計

収入

運営費交付金 543 219 65 88 628 1,544
国庫補助金

社会福祉振興助成費補助金 608 608
利子補給金 3,516 3,516
福祉医療貸付事業収入

福祉医療貸付金利息 36,593 150 550 248 37,540
経営指導事業収入 52 52
福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4
社会福祉振興助成事業収入 11 11
寄附金収入 200 200
雑収入 2 1 0 0 5 8

計 40,655 422 619 907 881 43,483

支出

福祉医療貸付事業費 36,485 36,485
支払利息 36,384 36,384
業務委託費 27 27
債券発行諸費 74 74

東日本大震災復興福祉医療貸付事業費
支払利息 44 44

社会福祉振興助成事業費 808 808
社会福祉振興助成金 608 608
子供の未来応援支援金 200 200

業務経費 905 202 554 51 1,713
福祉医療貸付業務経費 905 905
経営指導業務経費 202 202
福祉保健医療情報サービス業務経費 554 554
社会福祉振興助成業務経費 51 51

一般管理費 251 251
人件費 1,070 220 65 48 630 2,032

計 38,503 422 619 907 881 41,332
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 額

一 般 勘 定
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予算 別表１－３

平成３１年度予算
（単位：百万円）

業 務 経 理 給 付 経 理 計

収入

運営費交付金 615 615
国庫補助金

給付費補助金 27,578 27,578
退職手当共済事業収入 92,910 92,910

掛金 63,460 63,460
都道府県補助金 25,696 25,696
退職手当給付費支払資金戻入 3,750 3,750
雑収入 3 3

利息収入 0 0
雑収入 1 1

計 615 120,488 121,103

支出

退職手当共済事業費 120,488 120,488
退職手当給付金 120,449 120,449
退職手当給付費支払資金繰入 39 39

業務経費
退職手当共済業務経費 361 361

一般管理費 33 33
人件費 221 221

計 615 120,488 121,103

予算 別表１－４

平成３１年度予算
（単位：百万円）

業 務 経 理 給 付 経 理 計

収入

運営費交付金 80 80
心身障害者扶養保険事業収入 31,197 31,197

保険料収入 7,190 7,190
保険金 10,319 10,319
特別給付金 69 69
弔慰金 0 0
扶養保険資金戻入 13,619 13,619

雑収入 0 0

計 81 31,197 31,278

支出

心身障害者扶養保険事業費 31,197 31,197
支払保険料 7,190 7,190
年金給付保険金 13,619 13,619
弔慰金給付保険金 69 69
特別弔慰金給付金 0 0
扶養保険資金繰入 10,319 10,319

業務経費
心身障害者扶養保険業務経費 21 21

一般管理費 10 10
人件費 73 73

計 105 31,197 31,302
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 ○ ○ 額

共 済 勘 定

(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 ○ ○ 額

保 険 勘 定
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収支計画 別表２－１

平成３１年度収支計画
（単位：百万円）

一 般 勘 定 共 済 勘 定 保 険 勘 定
年 金 担 保
貸 付 勘 定

労災年金担
保貸付勘定

承継債権管
理回収勘定

計

費用の部 47,335 121,374 21,086 1,294 22 1,472 192,583
経常費用 45,060 121,120 20,991 1,294 22 1,472 189,958

福祉医療貸付業務費 40,645 40,645
借入金利息 34,247 34,247
債券利息 2,282 2,282
債券発行諸費 74 74
業務委託費 27 27
福祉医療貸付業務経費 880 880
貸倒引当金繰入 3,135 3,135

経営指導業務費
経営指導業務経費 197 197

福祉保健医療情報サービス業務費
福祉保健医療情報サービス業務経費 553 553

社会福祉振興助成業務費 855 855
社会福祉振興助成費 608 608
子供の未来応援支援費 200 200
社会福祉振興助成業務経費 47 47

退職手当共済業務費 120,806 120,806
退職手当給付金 120,449 120,449
退職手当共済業務経費 357 357

心身障害者扶養保険業務費 20,898 20,898
支払保険料 7,190 7,190
給付金 13,688 13,688
心身障害者扶養保険業務経費 20 20

年金担保貸付業務費 1,085 1,085
借入金利息 6 6
債券利息 2 2
債券発行諸費 35 35
業務委託費 957 957
年金担保貸付業務経費 76 76
貸倒引当金繰入 9 9

労災年金担保貸付業務費 18 18
業務委託費 15 15
労災年金担保貸付業務経費 3 3
貸倒引当金繰入 0 0

承継債権管理回収業務費
承継債権管理回収業務経費 1,124 1,124

一般管理費 237 31 10 19 1 46 345
減価償却費 331 38 2 10 0 13 395
人件費 2,241 244 81 180 4 288 3,038

臨時損失 2,275 254 96 2,625
退職手当給付費支払資金繰入 39 39
会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入 129 15 5 148
会計基準改訂に伴う退職給付費用 2,147 200 91 2,438

収益の部 46,883 121,374 23,641 1,325 22 14,712 207,958
運営費交付金収益 1,544 615 80 2,239
福祉医療貸付事業収入 38,173 38,173
経営指導事業収入 52 52
福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4
社会福祉振興助成事業収入 11 11
退職手当共済事業収入 63,463 63,463

掛金 63,460 63,460
雑益 3 3

心身障害者扶養保険事業収入 18,605 18,605
受取保険料 7,190 7,190
保険金 10,388 10,388
金銭の信託運用益 1,027 1,027

年金担保貸付事業収入 1,316 1,316
労災年金担保貸付事業収入 22 22
承継債権管理回収業務収入

年金住宅資金等貸付金利息 14,677 14,677
補助金等収益 4,124 53,274 57,398

国庫補助金収益 27,578 27,578
都道府県補助金収益 25,696 25,696
社会福祉振興助成費補助金収益 608 608
利子補給金収益 3,516 3,516

寄附金収益 200 200
資産見返運営費交付金戻入 282 32 0 0 0 1 316
賞与引当金見返に係る収益 129 15 5 148
退職給付引当金見返に係る収益 85 9 3 97
財務収益

受取利息 0 0 0
雑益 3 0 0 0 0 2 6
臨時利益 2,275 3,965 4,948 31 11,219

貸倒引当金戻入益 31 31
退職手当給付費支払資金戻入益 3,750 3,750
心身障害者扶養保険責任準備金戻入益 4,852 4,852
賞与引当金見返に係る収益 129 15 5 148
退職給付引当金見返に係る収益 2,147 200 91 2,438

前中期目標期間繰越積立金取崩額 9 1 9

総利益又は総損失（△） △ 452 -               2,555 31 -               13,241 15,375
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金                     額
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収支計画 別表２－２

平成３１年度収支計画
（単位：百万円）

福 祉 医 療
貸 付 事 業

福祉医療経
営指導事業

福祉保健医
療情報 サー
ビ ス 事 業

社会福祉振
興助成事業

共 通 計

費用の部 43,128 707 881 966 1,653 47,335
経常費用 41,930 461 808 912 948 45,060

福祉医療貸付業務費 40,645 40,645
借入金利息 34,247 34,247
債券利息 2,282 2,282
債券発行諸費 74 74
業務委託費 27 27
福祉医療貸付業務経費 880 880
貸倒引当金繰入 3,135 3,135

経営指導業務費
経営指導業務経費 197 197

福祉保健医療情報サービス業務費
福祉保健医療情報サービス業務経費 553 553

社会福祉振興助成業務費 855 855
社会福祉振興助成費 608 608
子供の未来応援支援費 200 200
社会福祉振興助成業務経費 47 47

一般管理費 237 237
減価償却費 105 22 184 4 16 331
人件費 1,180 242 72 53 695 2,241

臨時損失 1,198 246 73 54 705 2,275
会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入 68 14 4 3 40 129
会計基準改訂に伴う退職給付費用 1,130 232 69 51 665 2,147

収益の部 42,676 707 881 966 1,653 46,883
運営費交付金収益 543 219 65 88 628 1,544
福祉医療貸付事業収入 37,226 150 550 248 38,173
経営指導事業収入 52 52
福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4
社会福祉振興助成事業収入 11 11
補助金等収益 3,516 608 4,124

社会福祉振興助成費補助金収益 608 608
利子補給金収益 3,516 3,516

寄附金収益 200 200
資産見返運営費交付金戻入 80 17 182 0 3 282
賞与引当金見返に係る収益 68 14 4 3 40 129
退職給付引当金見返に係る収益 45 9 3 2 26 85
雑益 3 3
臨時利益 1,198 246 73 54 705 2,275

賞与引当金見返に係る収益 68 14 4 3 40 129
退職給付引当金見返に係る収益 1,130 232 69 51 665 2,147

総利益又は総損失（△） △ 452 -               -               △ 0 △ 0 △ 452
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 額

一 般 勘 定
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収支計画 別表２－３

平成３１年度収支計画
（単位：百万円）

業 務 経 理 給 付 経 理 計

費用の部 885 120,488 121,374
経常費用 671 120,449 121,120

退職手当共済業務費 357 120,449 120,806
退職手当給付金 120,449 120,449
退職手当共済業務経費 357 357

一般管理費 31 31
減価償却費 38 38
人件費 244 244

臨時損失 215 39 254
退職手当給付費支払資金繰入 39 39
会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入 15 15
会計基準改訂に伴う退職給付費用 200 200

収益の部 885 120,488 121,374
運営費交付金収益 615 615
退職手当共済事業収入 63,463 63,463

掛金 63,460 63,460
雑益 3 3

補助金等収益 53,274 53,274
国庫補助金収益 27,578 27,578
都道府県補助金収益 25,696 25,696

資産見返運営費交付金戻入 32 32
賞与引当金見返に係る収益 15 15
退職給付引当金見返に係る収益 9 9
財務収益

受取利息 0 0
雑益 0 0
臨時利益 215 3,750 3,965

退職手当給付費支払資金戻入益 3,750 3,750
賞与引当金見返に係る収益 15 15
退職給付引当金見返に係る収益 200 200

総利益又は総損失（△） - - - 

収支計画 別表２－４

平成３１年度収支計画
（単位：百万円）

業 務 経 理 給 付 経 理 計

費用の部 208 20,878 21,086
経常費用 113 20,878 20,991

心身障害者扶養保険業務費 20 20,878 20,898
支払保険料 7,190 7,190
給付金 13,688 13,688
心身障害者扶養保険業務経費 20 20

一般管理費 10 10
減価償却費 2 2
人件費 81 81

臨時損失 96 96
会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入 5 5
会計基準改訂に伴う退職給付費用 91 91

収益の部 184 23,457 23,641
運営費交付金収益 80 80
心身障害者扶養保険事業収入 18,605 18,605

受取保険料 7,190 7,190
保険金 10,388 10,388
金銭の信託運用益 1,027 1,027

資産見返運営費交付金戻入 0 0
賞与引当金見返に係る収益 5 5
退職給付引当金見返に係る収益 3 3
雑益 0 0
臨時利益 96 4,852 4,948

心身障害者扶養保険責任準備金戻入益 4,852 4,852
賞与引当金見返に係る収益 5 5
退職給付引当金見返に係る収益 91 91

総利益又は総損失（△） △ 24 2,579 2,555
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 ○ ○ 額

共 済 勘 定

(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 ○ ○ 額

保 険 勘 定
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資金計画 別表３－１

平成３１年度資金計画
（単位：百万円）

一 般 勘 定 共 済 勘 定 保 険 勘 定
年 金 担 保
貸 付 勘 定

労災年金担
保貸付勘定

承継債権管
理回収勘定

計

資金支出 626,340 121,741 31,313 63,910 3,371 90,069 936,744
業務活動による支出 358,132 121,064 20,983 42,170 974 78,427 621,749

福祉医療貸付事業費 36,528 36,528
福祉医療貸付金による支出 316,800 316,800
社会福祉振興助成金による支出 608 608
子供の未来応援支援金による支出 200 200
退職手当共済事業費 120,449 120,449
心身障害者扶養保険事業費 20,878 20,878
年金担保貸付事業費 990 990
年金担保貸付金による支出 40,901 40,901
労災年金担保貸付事業費 15 15
労災年金担保貸付金による支出 952 952
人件費支出 2,032 221 73 180 4 289 2,799
その他の業務支出 1,963 394 32 99 4 1,227 3,719
国庫納付金の支払額 76,911 76,911

投資活動による支出
金銭の信託の増加による支出 10,319 10,319

財務活動による支出 266,184 21,500 287,684
長期借入金の返済による支出 256,184 6,500 262,684
債券の償還による支出 10,000 15,000 25,000

翌年度への繰越金 2,024 677 11 240 2,397 11,643 16,992

資金収入 626,340 121,741 31,313 63,910 3,371 90,069 936,744
業務活動による収入 311,309 117,353 17,659 39,978 920 71,954 559,173

福祉医療貸付事業収入 37,540 37,540
福祉医療貸付回収金による収入 267,825 267,825
経営指導事業収入 52 52
福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4
社会福祉振興助成事業収入 11 11
退職手当共済事業収入 63,463 63,463
心身障害者扶養保険事業収入 17,578 17,578
年金担保貸付事業収入 1,272 1,272
年金担保貸付回収金による収入 38,706 38,706
労災年金担保貸付事業収入 21 21
労災年金担保貸付回収金による収入 900 900
承継債権管理回収業務収入 14,764 14,764
承継融資業務収入 57,186 57,186
運営費交付金収入 1,544 615 80 2,239
補助金等収入 4,124 53,274 57,398
寄附金収入 200 200
その他の業務収入 8 1 0 1 0 4 13

投資活動による収入 3,700 13,619 4,500 21,819
定期預金の払戻による収入 4,300 4,300
金銭の信託の減少による収入 13,619 13,619
有価証券の償還による収入 3,700 200 3,900

財務活動による収入 313,100 23,700 336,800
長期借入れによる収入 293,100 7,700 300,800
債券の発行による収入 20,000 16,000 36,000

前年度よりの繰越金 1,931 688 35 232 2,451 13,616 18,952
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金                     額
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資金計画 別表３－２

平成３１年度資金計画
（単位：百万円）

福 祉 医 療
貸 付 事 業

福祉医療経
営指導事業

福祉保健医
療情報 サー
ビ ス 事 業

社会福祉振
興助成事業

共 通 計

資金支出 621,487 422 619 907 2,905 626,340
業務活動による支出 355,303 422 619 907 881 358,132

福祉医療貸付事業費 36,528 36,528
福祉医療貸付金による支出 316,800 316,800
社会福祉振興助成金による支出 608 608
子供の未来応援支援金による支出 200 200
人件費支出 1,070 220 65 48 630 2,032
その他の業務支出 905 202 554 51 251 1,964

財務活動による支出 266,184 266,184
長期借入金の返済による支出 256,184 256,184
債券の償還による支出 10,000 10,000

翌年度への繰越金 2,024 2,024

資金収入 621,580 422 619 907 2,812 626,340
業務活動による収入 308,480 422 619 907 881 311,309

福祉医療貸付事業収入 36,593 150 550 248 37,540
福祉医療貸付回収金による収入 267,825 267,825
経営指導事業収入 52 52
福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4
社会福祉振興助成事業収入 11 11
運営費交付金収入 543 219 65 88 628 1,544
補助金等収入 3,516 608 4,124
寄附金収入 200 200
その他の業務収入 2 1 0 0 5 8

財務活動による収入 313,100 313,100
長期借入れによる収入 293,100 293,100
債券の発行による収入 20,000 20,000

前年度よりの繰越金 1,931 1,931
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 額

一 般 勘 定
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資金計画 別表３－３

平成３１年度資金計画
（単位：百万円）

業 務 経 理 給 付 経 理 計

資金支出 748 120,993 121,741
業務活動による支出 615 120,449 121,064

退職手当共済事業費 120,449 120,449
人件費支出 221 221
その他の業務支出 394 394

翌年度への繰越金 133 544 677

資金収入 748 120,993 121,741
業務活動による収入 615 116,738 117,353

退職手当共済事業収入 63,463 63,463
運営費交付金収入 615 615
補助金等収入 53,274 53,274
その他の業務収入 1 1

投資活動による収入
有価証券の償還による収入 3,700 3,700

前年度よりの繰越金 133 555 688

資金計画 別表３－４

平成３１年度資金計画
（単位：百万円）

業 務 経 理 給 付 経 理 計

資金支出 115 31,197 31,313
業務活動による支出 105 20,878 20,983

心身障害者扶養保険事業費 20,878 20,878
人件費支出 73 73
その他の業務支出 32 32

投資活動による支出
金銭の信託の増加による支出 10,319 10,319

翌年度への繰越金 11 11

資金収入 115 31,197 31,313
業務活動による収入 81 17,578 17,659

心身障害者扶養保険事業収入 17,578 17,578
運営費交付金収入 80 80
その他の業務収入 0 0

投資活動による収入
金銭の信託の減少による収入 13,619 13,619

前年度よりの繰越金 35 35
(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 ○ ○ 額

共 済 勘 定

(注）　計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

区          別

金 ○ ○ 額

保 険 勘 定
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（４）平成 31 年度予算について 

[貸付事業計画] 

 
 

[交付金・補給金・補助金等の概要] 

 

【一般勘定】

29年度 30年度

増△減額 伸び率

億円 億円 億円 億円 ％

貸付契約額 2,909 2,519 2,166 △ 353 △ 14.0

資金交付額 2,545 2,516 2,015 △ 501 △ 19.9 

貸付契約額 1,257 1,197 1,142 △ 55 △ 4.6 

資金交付額 1,182 1,183 1,153 △ 30 △ 2.5

貸付契約額 4,166 3,716 3,308 △ 408 △ 11.0 

資金交付額 3,727 3,699 3,168 △ 531 △ 14.4 

財政融資資金借入金 3,531 3,486 2,931 △ 555 △ 15.9 

自己資金 196 213 237 24 11.3 

（うち福祉医療機構債券） (300) (300) (200) (△ 100) (△ 33.3)

【年金担保貸付勘定】

29年度 30年度

増△減額 伸び率

億円 億円 億円 億円 ％

貸付契約額 577 384 409 25 6.5 

資金交付額 577 384 409 25 6.5 

自己資金 577 384 409 25 6.5 

（うち福祉医療機構債券） (220) (140) (160) (20) (14.3)

（参考）

29年度 30年度

増△減額 伸び率（％）

億円 億円 億円 億円 ％

520 440 360 △ 80 △ 18.2   福祉医療機構債券 （合 計）

区　　　　分

31年度

予算額
対前年度(予算額）

福祉貸付

医療貸付

予算額 予算額

合　計

区　分

31年度

予算額 予算額 予算額
対前年度(予算額）

区　　　　分

31年度

予算額 予算額 予算額
対前年度(予算額）

29年度 30年度

増△減額 伸び率

千円 千円 千円 千円 ％

6,314,169 5,952,882 5,667,940 △ 284,942 △ 4.8

運 営 費 交 付 金 2,089,665 1,828,815 1,543,873 △ 284,942 △15.6

社 会 福 祉 振 興 助成 費補 助金 607,699 607,699 607699 0 0.0 

利 子 補 給 金 3,616,805 3,516,368 3516368 0 0.0 

26,693,836 27,514,997 28,193,010 678,013 2.5 

運 営 費 交 付 金 622,916 614,741 614556 △ 185 △ 0.0 

給 付 費 補 助 金 26,070,920 26,900,256 27,578,454 678,198 2.5 

運 営 費 交 付 金 102,890 104,478 80460 △ 24,018 △ 23.0

33,110,895 33,572,357 33,941,410 369,053 1.1 

2,815,471 2,548,034 2,238,889  △309,145 △ 12.1 

合　計

一 般 勘 定

共 済 勘 定

保 険 勘 定

（内、運営費交付金）

区　分

31年度

予算額 予算額 予算額
対前年度（予算額）
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３．参照書類を縦覧に供している場所 

独立行政法人福祉医療機構 

（東京都港区虎ノ門四丁目 3番 13 号ヒューリック神谷町ビル 9階） 
なお、当機構ホームページにも掲載されております。 
○当機構ホームページ 

 https://www.wam.go.jp/hp/ 


